
公       告  

令和８年６月１０日  

 

周南市ふるさと納税管理代行及び寄附推進業務について、公募型プロポーザ

ルを実施するので、本業務の実施要領に基づいて、次のとおり公告する。 

 

周南市長  藤井 律子    

 

１ 業務の概要 

（１）業務名称 

周南市ふるさと納税管理代行及び寄附推進業務 

（２）業務の目的 

周南市（以下「本市」という。）が行うふるさと納税業務の内、寄附の受

付、寄附者情報の管理、返礼品の配送、返礼品の拡充や PR 等を民間事業者

に委託することにより、事務の効率化を図るとともに、寄附金の増加ならび

に本市の魅力発信を図る。 

（３）業務内容 

「周南市ふるさと納税管理代行及び寄附推進業務 仕様書」のとおり 

（４）履行期間 

   令和８年１０月１日 から 令和１１年９月３０日まで 

（５）履行場所 

周南市内及び本市が指定する場所 

 

２ 参加資格 

  本プロポーザルに参加をしようとする者は、次に掲げる参加資格要件を

全て満たすこと。なお、複数企業の共同経営体での応募は認めない。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項及

び第２項の規定に該当しない者であること。  

（２）参加表明書の提出時点において、令和８・９年度「周南市競争入札参加

資格者名簿（業務委託）」において、次の①～③のいずれかに登録がある者



であること。 

①（大分類）５「コンピュータサービス」の（小分類）３「データ処理」 

②（大分類）６「企画・製作」の（小分類）８「ホームページ作成」 

③（大分類）９９「その他」の（小分類）１８「コールセンター」 

又は、令和８年７月１日時点において登録見込みの者であること。ただ

し、登録見込みの者について、令和８年７月１日時点で登録が認められな

かった場合は、その時点で参加資格を失うものとする。 

（３）参加表明書の提出の日から契約締結までの間において、指名停止の措置

を本市から受けていない者又は受けることが明らかである者でないこと。 

（４）周南市入札契約からの暴力団等排除要綱(平成２４年周南市要綱第３７

号)別表各号に掲げる措置要件に該当する者でないこと。 

 

３ 参加手続 

（１）実施要領・仕様書、参加表明書等の入手方法 

   周南市ホームページからダウンロードするか担当部局で交付する。 

   URL https://www.city.shunan.lg.jp 

（２）実施要領・仕様書等に係る質問書 

  ア 質問方法 

    質問票を電子メールにより提出する。なお、提出後は必ず電話により

受信確認を行うこと。 

  イ 受付期間 

  ① 参加表明及び実施要領に関すること 

   令和８年６月１０日（水）９時から令和８年６月１９日（金）１７時ま

でとする。（受信確認は、土日祝日を除く９時から１７時までとする。） 

  ② 企画提案書の作成、提出に必要な事項及び仕様書に関すること 

   令和８年７月２日（木）９時から令和８年７月８日（水）１７時までと

する。（受信確認は、土日祝日を除く９時から１７時までとする。） 

  ウ 提出先及び受信確認先 

    ７に示す場所とする。 

  エ 回答方法 



  ① 参加表明及び実施要領に関すること 

    令和８年６月２５日（木）１７時までに、随時、周南市公式ホームペ

ージに掲載する。 

  ② 企画提案書の作成、提出に必要な事項及び仕様書に関すること 

    令和８年７月１３日（月）１７時までに、随時、参加資格適合者に対

して、電子メールにより行う。 

（３）参加表明書の提出  

ア 提出方法 

  郵送又は持参（いずれの場合も提出期限必着。）。 

※郵送による場合は、書留郵便又はレターパック等の配達記録が残る

方法とする。また、郵便事故等により書類が提出先に到達しなかっ

たことによる異議を申し立てることはできない。 

イ 提出期間 

  公告の日から令和８年６月３０日（火）まで。（受付時間帯は、土日祝

日を除く９時から１７時までとする。） 

ウ 提出場所 

  ７に示す場所とする。 

エ 参加資格確認結果 

  参加表明書提出者に対し、参加資格確認結果を通知する。 

（４）企画提案書等の提出 

  ア 提出期間 

    令和８年７月２日（木）から令和８年７月１６日（木）まで。（受付時

間帯は、土日祝日を除く９時から１７時までとする。） 

  イ 提出場所 

    ７に示す場所とする。 

  ウ 提出方法 

    （３）アに同じ。 

  エ 提出部数 

    １１部（正本１部、副本１０部） 

 



４ 評価の手続き及び受託候補者の選定 

  提出された企画提案書等の評価は、本市が設置する「周南市ふるさと納税

管理代行及び寄附推進業務プロポーザル評価会」が行い、最も評価の高い事

業者を受託候補者として選定する。 

日程 令和８年７月２７日（月）（予定） 

 

５ 契約方法 

  受託候補者と本市との協議が整い次第、契約を締結するものとする。ただ

し、受託候補者が参加資格要件を満たさないこととなった場合及び失格事項

に該当した場合は、契約を締結しない。また、受託候補者と契約締結に至ら

なかった場合には、次点者と協議を行うものとする。 

  契約手続き及び契約書は周南市契約事務規則（平成１５年周南市規則第５

１号）の定めるところによるものとする。 

 

６ その他 

（１）企画提案書の作成及び提出、その他プロポーザルに要する経費は、原則

として参加者の負担とする。 

（２）次に該当する提案は無効とする。 

ア 提案を行った事業者が、参加資格要件を満たさなくなった場合 

  イ 提出書類に不備又は虚偽の記載等があった場合 

  ウ 実施要領等で示された提出書類について、提出期日、提出場所、提出

方法、書類作成上の留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった

場合 

  エ 評価の公平性に影響を与えるような不誠実な行為があった場合 

  オ プレゼンテーション又はヒアリング等を開催した場合において、正当

な理由なく欠席した場合 

  カ 見積委託料率が実施要領に示している提案上限の率を超える場合 

  キ 公告及び実施要領等に違反すると認められた場合 

  ク 著しく信義に反する行為があった場合 

（３）提出期限後における参加表明書、企画提案書等の差し替え又は再提出は



認めない。 

（４）その他詳細は、実施要領による。 

 

７ 担当部局（書類の提出先及び問い合わせ先） 

〒745-8655 山口県周南市岐山通 1 丁目 1 番地 

周南市役所地域振興部移住交流推進課（担当 松田、関） 

電 話（０８３４）２２－８２３８ 

ＦＡＸ（０８３４）２２－８４２８ 

E-mail ijukoryu@city.shunan.lg.jp 

 


